
新見労働基準監督署管内では、休業４日以上の労働災害が増加傾向にあります。
事故の型別でみると、「転倒」、及び、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、職場に
おける労働者の作業行動を起因とする労働災害、いわゆる行動災害が増加しており、中には、
職場復帰までに数か月を要する災害も発生しています。
ひとたび災害が発生すると、被災労働者と家族のみならず、職場のまわりの人達の負担も増
加します。負担増加は新たな災害発生のリスクを高め、経営問題にも直結してきます。
とりわけ、人手不足、高齢化が課題である備北地地区では喫緊の課題となっています。

備北地区行動災害ゼロ運動を実施します
新見労働基準監督署からのお知らせ

行動災害（転倒、腰痛等）増加しています

厚生労働省では、全国的な行動災害の増加を受け、
｢スベッチャダメよ︕転倒予防 ムチャしちゃダメよ︕
腰痛予防」キャンペーンを実施しています。

【厚生労働省】転倒予防・腰痛予防キャンペーン、SAFEコンソーシアム実施中

～地域で、職場全体で、転倒予防・腰痛予防に取り組みましょう～

行動災害が全国的に増加中 新見署管内でも全災害の約4割

高齢者の死傷者数増加傾向 年齢が高い程、休業も長期化

◎厚生労働省HP「転倒予防・腰痛予防の取組」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000111055.html

事業者だけでなく、取引先、顧客、地域が一丸となり、
災害防止に取り組む「SAFEコンソーシアム」が令和4
年６月20日に設立されています。
◎厚生労働省「SAFEコンソーシアムポータルサイト」
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
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事業者だけの取り組みだけでは行動災害は防止できません︕

☑ 産業構造の変化、高齢化が進む現在、個人的要因（とりわけ高年齢労働者※）にも配慮した
総合的なアプローチが必要。 ※高年齢労働者の安全衛生対策についてはこちらも参照

☑ 事業者だけでなく、労働者の意識改革も必要。

労使一体で職場に潜む災害リスクを除去するとともに、労働者ひとり一人が事業場における
取組や地域における取組も活用しながら、心身の健康の維持・向上に努めていくことも重要

加齢、運動不足などに伴う筋力、バランス力、視力、敏捷性、認知機能などの心身機能の低下

行動災害発生のリスクが高まる

【令和５年度】備北地区行動災害ゼロ運動を実施します
新見労働基準監督署では、岡山県労働基準協会新見支部との共催、管内各災防団体の協賛、
管内の商工会議所、商工会の協力のもと、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間、
「備北地区行動災害ゼロ運動」を実施します。
運動期間中は、行動災害防止を目的としたWeb講習会の開催や、皆様の取り組みにお役に

立てるような情報の発信などを行ってまいりますので、皆様の事業場においても、この機会に、
労使一体となって行動災害対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

新見労働基準監督署（0867-72-1136） （R05.02）

詳しくは、岡山労働局HP【新見労働基準監督署からのお知らせ】をご覧ください︕
新見署で作成した行動災害予防に関する説明動画を

公開しています。
◎岡山労働局HP【新見労働基準監督署Web講習会シリーズ】
備北地区転倒災害・腰痛災害予防Web講習

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku
/news_topics/newpage_0217_00001.html

岡山労働局HP内のゼロ運動の案内ページで、行動
災害予防に関する情報を公開しています。
◎岡山労働局HP【新見労働基準監督署からのお知らせ】
備北地区行動災害ゼロ運動を実施します
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku
/news_topics/newpage_0302_00001.html
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